
 

 職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２３日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第１２号 



   職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の職名に関する規則（昭和４６年墨田区規則第１３号）の一部を次の表のよう

に改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
別表 

１～４ 〔略〕 

５ 技能系 

  自動車運転 介護指導 電話交換 

警備 土木作業 調理 用務 学童擁

護 施設作業 家庭奉仕 清掃車運転 

清掃車整備 清掃作業 設備管理 

 

６・７ 〔略〕 

別表 

１～４ 〔略〕 

５ 技能系 

  自動車運転 ボイラー技士 介護指

導 電話交換 警備 一般技能 作業

Ⅰ 調理 用務 学童擁護 環境技能 

作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自

動車整備 作業Ⅲ 設備管理 

６・７ 〔略〕   

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


